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─ 1 ─

令和 元 年 12 月 13 日（金曜日）　号外　第 27 号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁
　　　規　　　則
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の
　一部を改正する規則………………………………（循環社会推進課）１

規　　　　　則

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和元年12月13日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県規則第27号
　　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部を改正する規則
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（平成15年宮崎県規則第40号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（一般廃棄物処理施設設置許可申請書等）
第３条　次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めると
　ころによる。
　(１)～(９)　［略］

　(10)～(17)　［略］

　(18)　［略］

　(19)　［略］
別記
様式第１号（第３条関係）
　　　　　　　　　　　　 （第１面）
　　［略］
　　　　　　　　　　　　 （第２面）

　　　　　　　　　　　　 （第３面）

　（一般廃棄物処理施設設置許可申請書等）
第３条　次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めると
　ころによる。
　(１)～(９)　［略］
　(10)　省令第５条の５の３の２第２項及び第12条の11の３の２第
　　１項の届出書　一般廃棄物・産業廃棄物処理施設の設置者に係
　　る欠格要件届出書（別記様式第７号の２の２）
　(11)～(18)　［略］
　(19)　省令第10条の10の３の２第１項及び第10条の24の２第１項
　　の届出書　産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業に係る欠格
　　要件届出書（別記様式第11号の２の２）
　(20)　［略］
　(21)　省令第12条の７の17第５項の規定による届出書　産業廃棄
　　物処理施設において処理する一般廃棄物に係る変更（廃止）届
　　出書（別記様式第11号の４）
　(22)　［略］
別記
様式第１号（第３条関係）
　　　　　　　　　　　　 （第１面）
　　［略］
　　　　　　　　　　　　 （第２面）

　　　　　　　　　　　　 （第３面）
　［略］　［略］

　［略］
法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
７条第５項第４号リに規定する未成年者である場合）
　［略］
　［略］

　［略］
法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
７条第５項第４号チに規定する未成年者である場合）
　［略］
　［略］
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　　　　　　　　　　　　 （第４面）	

様式第４号（第３条関係）
　　　　　　　　　　　　 （第１面）
　　［略］
　　　　　　　　　　　　 （第２面）	

　　　　　　　　　　　　 （第３面）

　　　　　　　　　　　　 （第４面）	

様式第４号（第３条関係）
　　　　　　　　　　　　 （第１面）
　　［略］
　　　　　　　　　　　　 （第２面）	

　　　　　　　　　　　　 （第３面）

　［略］

　［略］

　［略］

　［略］

　［略］
法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
７条第５項第４号チに規定する未成年者である場合）
　［略］
　［略］

　［略］
法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
７条第５項第４号リに規定する未成年者である場合）
　［略］
　［略］

　別記様式第７号の２の次に次の１様式を加える。
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─ 4 ─

宮　崎　県　公　報令和 元 年 12 月 13 日（金曜日）　号外　第 27 号

　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　別記様式第11号の２の次に次の１様式を加える。

改正前 改正後
様式第９号（第３条関係）
　　　　　　　　　　　　 （第１面）
　　［略］
　　　　　　　　　　　　 （第２面）

　　　　　　　　　　　　 （第３面）

様式第11号（第３条関係）
　　　　　　　　　　　　　（表面）
　　［略］
　　　　　　　　　　　　　（裏面）

様式第９号（第３条関係）
　　　　　　　　　　　　 （第１面）
　　［略］
　　　　　　　　　　　　 （第２面）

　　　　　　　　　　　　 （第３面）

様式第11号（第３条関係）
　　　　　　　　　　　　　（表面）
　　［略］
　　　　　　　　　　　　　（裏面）

　［略］　［略］

　［略］
法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
７条第５項第４号チに規定する未成年者である場合）
　［略］
　［略］

　［略］
法定代理人（相続人が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
７条第５項第４号チに規定する未成年者である場合）
　［略］
　［略］

　［略］
法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
７条第５項第４号リに規定する未成年者である場合）
　［略］
　［略］

　［略］
法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
７条第５項第４号リに規定する未成年者である場合）
　［略］
　［略］
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─ 6 ─

宮　崎　県　公　報令和 元 年 12 月 13 日（金曜日）　号外　第 27 号

　別記様式第11号の３の次に次の１様式を加える。
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　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、別記様式第11号の３の次に１様式を加える改正規定は公布の日から施行する。
　（用紙に関する経過措置）
２　この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定に定める様式による用紙は
　、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
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宮　崎　県　公　報令和 元 年 12 月 13 日（金曜日）　号外　第 27 号
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